
宿泊料の調整に関する調書 

調 整 理 由 

 

指定された宿泊施設に宿泊する必要があり、当該宿泊施設に要する

経費が宿泊料定額を下回るため、当該経費を超える額は支給しない。 

 

調 整 根 拠 
岐阜県職員等旅費条例 第４６条第１項  

岐阜県職員等旅費条例施行規則 第１８条第７号 

宿 泊 先 独立行政法人 教職員支援機構  茨城県つくば市立原３番地 

調  整  額 

 

△５９，２８０円 

５８，３２０円－（９，８００円×１２泊）＝△５９，２８０円 

 

宿泊経費  ５８，３２０円 

内訳 宿泊費    ３，１９０円×１２泊＝３８，２８０円 

朝食（食堂）   ４８０円×１０食＝ ４，８００円 

 朝食（外食）   ９８０円× ２食＝ １，９６０円 

夕食（食堂）   ６８０円× ８食＝ ５，４４０円 

 夕食（外食） １，９６０円× ４食＝ ７，８４０円 

領収書添付欄 

 

宿泊料を調整した日   

令和元年７月２１日～８月１日 

 

宿泊者    

教諭  ○○ ○○ 



 


